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活動団体の構築が遅れ、目標が達成できず低調な評価となったが、
事業の取組み自体は順調に進んできたものと感じており、今後の活
動において成果は表れるものと考えている。

（注１）　「事業実施段階」の凡例：　　○・・交付対象年度（計画）　●・・交付対象年度（実施済）　□・・目標年度（計画）　■・・目標年度（実施済）
（注２）　「評価」の区分：　　Ａ・・優良　Ｂ・・良好　　Ｃ・・低調

３．第三者の意見聴取
　都市農村共生・対流総合対策交付金実施要綱第3の8の１の規定に基づき、第三者である、樗沢秀久 氏 から評価に当たり意見の聴取を行った。第
三者及び意見聴取の概要は以下のとおり。

【第三者】
樗沢　秀久

【意見聴取の概要】
・意見聴取日：平成30年5月10日
・意見聴取方法：事業実績報告書を基に事業評価を実施

平成２９年度　都市農村共生・対流総合対策交付金（山村活性化支援対策）
事業実施主体　評価結果

２．評価結果

都道府県 市 町 村 事 業 実 施 主 体 名
事業実施段階

評 価 評 価 コ メ ン ト

１．事業評価の実施
　平成２９年度に実施された都市農村共生・対流総合対策交付金（山村活性化支援対策）の事業について、「都市農村共生・対流総合対策交付金実
施要綱」（平成27年４月9日付け26農振第1998号農林水産事務次官依命通知）第3の8の(1)の規定に基づき、評価を行ったので、その結果を公表す
る。


